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第１章 検討の背景 

ブロードバンド環境の急速な普及や、高度なネットワークを利用したＩＰ

（Internet Protocol）系サービスの拡大といったネットワークのＩＰ化の進展に伴

い、次世代ＩＰネットワークの実現に向けた動きはますます活発化し、既存の電話

網においてネットワークの一端に接続するのみであった通信端末は、ネットワーク

と連携してサービスを提供するようになることが想定されている。また、ソフトウ

ェアダウンロードを用いたサービス・機能の追加による多様なアプリケーションの

実行、コンテンツやネットワークに適応した通信品質の確保、高度なセキュリティ

の確保等、端末とネットワークが連携して様々な機能を実現することが期待されて

いる。このような中、平成1８年１２月より開催した「IP化時代の通信端末に関する

研究会（座長：相田 仁）」（以下、「研究会」という。）では、ネットワークのＩ

Ｐ化による通信端末に求められる役割の変化に対し、次世代ＩＰネットワークが本

格化する2010 年までに、制度面・技術面の環境整備が必要となってきているため、

「ＩＰ化の進展動向を踏まえた通信端末のイメージ」、「ＩＰ化の進展動向に対応

した通信端末に必要な要素」及び「今後のＩＰ化の進展に対応した通信端末の利用

に向けた課題及び推進方策」に関する検討を行った。（図１） 

次世代ＩＰネットワークが本格化する2010年までに環境整備が必要

「ＩＰ化時代の通信端末に関する研究会」（座長：相田仁 東京大学教授）
において、平成１８年１２月から検討を行い、平成１９年８月に報告書取りまとめ。
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図１ ＩＰ化時代の通信端末に関する検討 



 

 

 

ＩＰ化時代の通信端末は、研究会での検討の結果、「ネットワークのＩＰ化」、

「ブロードバンド化」及び「機器のユビキタス化」の進展により、通信端末に「接

続性の向上」、「利便性の向上」、そして「安心・安全の確保」を実現するための

機能が備わることで、新たなサービス・市場の創出等、社会経済波及効果が得られ

るのみならず、個人の社会生活、ビジネスシーンなど社会・経済活動全般に多大な

影響がもたらされることが予想されるため、我が国の本格的なＩＰ化時代を牽引し

ていく豊かで安全なＩＣＴ社会構築、社会・経済の成長及び国際競争力の確保とい

う観点から、以下の２点について次世代ＩＰネットワークが本格化する2010年ま

でに取り組むことが必要であると提言された。（図２） 

・ ＩＰ端末と連動した研究開発・標準化のエンジンを稼働させ、「接続性の向上」、

「利便性の向上」、更に「安心・安全の確保」といった機能を実現し、新たなサ

ービス・市場の創出 

・ 種々の機器が登場し、オープンにネットワークに接続され、利用者が困るトラ

ブル社会になる懸念への適切な対応を図るため、利用者が安心できる端末利用環

境の実現 

また、検討を行った各施策を確実に実施するため、2010年までに実現するため

のロードマップの策定を行うとともに、新たなサービス・市場の創出に向けた施策

と連動して、端末利用環境の実現に向けた課題への的確な対応を図るため、法学関

係者も含めた分野横断的なフォーラムの設置を図ることが必要と提言されている。 



 

 

新たなサービス・市場の創出に向けて

ソフトウェアのダウンロードにより重要な機能を変更できるなど、高度化した端末の出現に対応した
認証制度の検討

端末トラブルに対処するため、責任を誰（事業者、メーカ、利用者等）が取るかの「責任分担モデル」の策定

端末利用をめぐる消費者保護のための、消費者、事業者、法律家等による検討の場の設置（不具合対応、紛争
解決など）

多様な端末の工事やトラブル解決のための「工事担任者」等の活用を含めた、ＩＰ化時代に合わせた資格制度
の整備

利用者が安心できる端末利用環境の実現

 

図２ ＩＰ化時代の通信端末の実現に向けた検討課題 

第１節 相互接続性・運用性検証 

研究会では、多様な端末機器が混在する環境下での、標準化の推進や、端末と

ネットワークのバランスの取れた相互発展、利便性とインフラ性の発展を実現す

るため、テストベッドの体制を整備することが必要とされている。テストベッド

の体制整備により、実運用から開発と標準化への実践的フィードバックという一

連のプロセスを確立することで、機器の不適合による通信障害を未然に防ぎ、Ｉ

Ｐネットワークに接続される通信端末の相互接続性を検証するための大規模な研

究拠点となるとともに、セキュリティリスクという市場拡大を阻害する要因を排

除することができる。また、テストベッドの体制としては、それぞれの企業が機

器を持ち寄り、実環境に近い条件の仮想環境において、事業用プラットフォーム

や各種アプリケーション開発を行い、あるいは、ＩＰ化時代の通信端末の新たな

機能を試験し、確立することにより、セキュリティに関する機能、認証に係る機

能、網と端末との遠隔切り分け機能等の試験やサービス品質の測定ができるよう

に、機器製造メーカとサービス提供者が容易に協調できる環境を作ることが重要

であると提言されている。 



 

 

背景 ・現行の通信端末だけではなく、情報家電、自動車、自動販売機等の様々な機器がネットワークに接続
・機能の標準化など技術面制度面における関係者間の協調、新しいサービスやビジネスモデルの創出といっ
たビジネス拡大につながる環境整備が必要
・企業が新技術の実験や研究をするに当たって、実環境と同等の環境を整備することが必要
・多くの機器がネットワークへ接続されることにより、一部の機器の不具合が社会インフラ全体に波及し、
大規模な通信障害・機能停止といった事態を引き起こす可能性についても考慮が必要

事業用プラットフォームや各種アプリケーショ
ン開発用テストベッドの立ち上げ

・ホームネットワーク、企業ネットワーク、Facility
Networkなど、多様な端末機器が混在する環境で
の標準化の推進

・企業が機器を持ち寄って開発や実験ができるため
のオープンな土俵作り

・端末と網のバランスの取れた相互発展、利便性と
インフラ性の発展を実現するための新たな枠組み
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・サービス品質の測定
・セキュリティに関する機能の確認
・サービス提供のための相互接続性の確認

 

図３ 相互接続性・運用性の検討 

第２節 ＩＤポータビリティ 

研究会では、通信端末が多様な形態で利用されるＩＰ化時代において新たな市

場を創出し、豊かなＩＰ化社会を実現するためには、鍵となるプラットフォーム

やセキュリティの基盤技術の開発や標準化が必要な研究開発課題として「IDポー

タビリティ技術」が挙げられている。「IDポータビリティ」とは、ＩＰ化社会に

おいて、街中の端末にＩＤ認証を行うことにより、どの端末でも瞬時に自分の通

信環境を再現でき、異なるプラットフォーム間でも利用者が連続的に作業を行う

ことができる環境であり、その実現ためには、プラットフォーム間を移動した際

の認証情報やコンテンツ情報を、プライバシーやセキュリティに配慮した上で端

末やネットワークを跨いで持ち運び可能とする技術が必要と提言されている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ ＩＤポータビリティのイメージ 

 

第３節 開発推進ＷＧの設立 

「IP 化時代の通信端末に関する研究会」報告書の提言を受け、次世代 IP ネットワ

ーク推進フォーラム IP 端末部会開発推進 WG では、第１節「相互接続性・運用性検

タクシーの座席のディスプレーを使って、新しいバッグの商品開発会議に参加した。渋滞が続きそうだったので、も

っと大きな画面を求め、タクシーを降りて近くのカフェに移動することにした。 

 カフェへの移動中も議論を続けられるよう、通信をモバイル端末に切り替えてみる。ID カードをモバイル端末に

かざすだけで、それまでの通信内容は、瞬時にモバイル端末のほうに引き継がれた。と同時に、タクシーのディス

プレーからは「全ての利用履歴が消去された」という確認のマークが表示された。これなら、ライバル企業の社員が

タクシーに乗っても、商品映像や会話記録が流出する心配はない。  

 さて、到着したカフェのテーブルには、立体感ある映像を目の前に映し出せる最新のディスプレーがついてい

る。再び ID カードをかざすと、小さなモバイル端末で通信していた会議風景は、一瞬のうちに大画面に引き継がれ

た。  

 このテーブルなら、立体映像通信に適した高品質回線に自動的につながる。実施した市場調査の結果や、ライバ

ル企業とのシェア競争のグラフを共有しながら会議のメンバーに対して、説得力ある説明をおこなうことができ

た。  

ついに、新商品開発にゴーサインをもらうことができた。 



 

 

証」及び第２節「ID ポータビリティ」の内容を実現するために、産・学の参加者に

より第２章以降の検討を行っている。 

相互接続性検証テストベッドの検討

IDポータビリティの実現に必要な
技術要素の検討

検討課題

○テストベッドへの参加者
○テストベッドの運営

・運営方法等

検討課題

○マルチアクセス、マルチキャリアを
前提とした際の動作検証環境  

図５ 開発推進ＷＧでの検討課題 



 

 

第２章 相互接続性検証 

第１節 背景 

１ 0AB～J IP 電話の相互接続の問題点 

１９８０年代前半までの通信端末は、アナログ通信網を利用した音声による

通信を提供し、相互接続性に関しては、機能や提供ベンダが少なく、解決は困

難ではなかった。しかし１９８０年代後半から、ISDN サービスが開始されたこ

とや、通信端末の提供ベンダが増加したことにより、相互接続性を達成するた

めの要求条件が増え、更に２０００年以降にはネットワークの IP 化が進展し、

市場に販売される通信端末の多機能化やネットワークの要求条件の変化等が著

しく、相互接続性の確保が困難となってきている。 

現在すでにサービスの提供がされている0AB～J IP電話サービスの相互接続

性の課題としては、①UNI 規定に関する課題、②通信端末に関する課題、③接

続検証における設備・試験方法に関する課題の３点が挙げられる。（図６） 

ａ） ＵＮＩを公開しているキャリアが少なく、ネットワークとの接続性の事前確認が不可能
ＵＮＩ仕様を入手するためには、キャリアとの契約が必要

ｂ） 標準等におけるグレーゾーンの存在
ＴＴＣ標準やＲＦＣの内容に、ベンダやキャリアがそれぞれ個別特異部分を付加

ｃ） ＵＮＩは、キャリア毎にＴＴＣ標準などで定められた仕様と差分
一般的にはＴＴＣ標準やＲＦＣに合致している仕様であるが、キャリアの都合で一部異なる場合もあ
る。

ａ） 各キャリアが０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話サービスの端末を提供
各キャリアは、通信端末ベンダと共同で０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話サービスの端末の開発･販売を行なって
おり、携帯電話と同様に端末がオープンではない。

ｂ） 公的な端末機器認定がない
キャリア毎の接続検証であるため、現状の端末機器認定ができず、通信端末ベンダがキャリアの
接続検証を受けずに、一般消費者に直接販売するのが困難である。

ａ）各キャリアが独自に接続検証環境を持っているため、キャリアをまたいだ検証が不可能

ｂ）各キャリアが試験構成、試験項目、確認試験データを個別に設定している。
キャリアの標準端末との接続検証、既に接続検証の済んだ端末との総当りの接続検証など、キャ
リアによって試験構成、試験項目などが決められている。

ＵＮＩ規定に関する課題

通信端末に関する課題

接続検証における設備・試験方法に関する課題

 

図６ 0AB～J IP 電話サービスにおける課題 



 

 

 

２ 相互接続におけるＡＤＳＬの事例 

現在では、一般的となっている DSL サービスの導入に伴い、高度通信シス

テム相互接続推進会議（HATS）により平成１３年１０月から平成１５年９月

までＤＳＬＡＭ及びＤＳＬモデム間の相互接続試験が行われていた。試験セン

ターの名称は、「ＨＡＴＳ ＤＳＬ試験センター」として、専属試験スタッフ

への業務委託により、「ＤＳＬレイヤ相互接続試験実施要領」に基づき、忠実・

公平な試験を実施し、ＤＳＬＡＭ８機種、ＣＰＥ（宅内装置）４６機種の試験

実績がある。 

第２節 テストベッドにて検証すべき事項 

  本ＷＧでは、参加者に対しテストベッドにて検討すべき事項を整理するため、

表１のとおり、検証対象とするネットワークや端末に対して、検証する優先度や具

体的理由等のアンケートを実施した。 

検証対象のネットワーク 検討の優先度

・ 想定されるネットワーク
・ ＩＰ網（ＮＧＮを含む）
・ ＨＧＷ
・ 企業ＮＷ 等

・ 優先して検討することが必要な
ネットワークや端末の順位付け

検証する具体的な機能

・ 今後のネットワークや端末の機
能についての洗い出し

検証対象の端末 検証しなければならない理由

・ 電話
・ ＩＰ電話
・ ＦＭＣ
・ 情報家電
・ ＩＰ－ＰＢＸ
・ ＴＶ会議システム 等

・ 相互接続性・運用性を検証しな
ければならない理由の洗い出し

必要な時期

・ 各ネットワークや端末において、
相互接続性・運用性の検証がい
つ必要と考えられるか

 

表１ 相互接続性・運用性を検討すべき事項(アンケート内容) 



 

 

 アンケートの結果、検証対象として、ＨＧＷ（ＮＧＮ）の相互接続性やセキュリ

ティ検証、ＩＰＴＶ（ＮＧＮ）の通信品質や操作性等、様々な回答があったが、

多様な端末及び機能を検証するテストベットの構築するためには、費用や時間を

要するため、表２のとおり、優先度の高いネットワーク及び端末について、テス

トベッドを構築するための議論をすることとなった。 

ネットワーク 検証する端末 検証する機能 検証する理由 必要な時期 その他

NGN 電話 ・End to Endの通信品質
（R値や遅延）

・持続性、遅延
・正常、準正常の全項目
・他メーカ間の接続
・SIP/認証の接続性
・相互接続性、転送等の通話

以外の拡張動作
・セキュリティ検証

・他社端末間の確実な接続を実
現するため

・ユーザへの確実なサービス提
供を行うため

・標準化実装に対して不十分の
ため

・NGNの最も標準的なサービ
スとして提供されるため、入
念な検証が必須

・事業者にまたがった場合での
音声品質が最優先のため

・IP電話の場合、環境
整い次第

・サービス開始の３ヶ
月以上前

・NGNサービスが普
及する前まで

・2010年以降の
NGN普及期

・2008年
・早期に

・音声品質が最優先

企業ＮＷ IP-PBX ・接続性、遅延
・異ネットワークに対する接

続性
・正常、準正常の全項目
・通話品質
・他メーカ間の接続
・セキュリティ

・他社端末間の確実な接続を実
現するため

・ユーザへの確実なサービス提
供を行うため

・標準化実装に対する検証

・サービス開始の３ヶ
月以上前

・今すぐ
・2007年中

・NGNとしては企業
内は関係無い

・NGN時検討

IP電話 ・接続性、遅延

・End to endの通信品質
・正常、準正常の全項目
・通話品質
・他メーカ間の接続

・相互接続性
・障害発生時の経路選択

・SIP付加サービス機能（保

留・転送、ピックアップ、

パーク保留他）

・他社端末間の確実な接続を実

現するため
・ユーザへの確実なサービス提

供を行うため

・標準化実装に対する検証

・標準化でも参考実装があるの

みで、各社プロトコルがまち
まちのため

・サービス開始の３ヶ

月以上前
・今すぐ
・状況見合
・2010年
・FMC時代には必須

（2009年頃）

・NGNとしては企業

内は関係無い

・NGN時検討
・各キャリア単位が

実情、総合テストベ

ッドが有効

・FMCなどでIP-
PBXまたがる場合に

必要

 

表２ 相互接続性・運用性を検討すべき事項(アンケート結果) 

 このアンケート結果のまとめにより、開発推進ＷＧでは、ＮＧＮにて提供される

サービスに対応した端末の接続構成を基に、相互接続性・運用性を検証するテスト

ベッドについて検討することとなった。（図７） 



 

 

HGWPBX

HGW折り返しの通信の検討は
他WGで行っているため検討対象外

PBX折り返しの
通信は検討対象

NGN End-Endの
通信は検討対象

NGN

 

図７ 相互接続性・運用性を検討すべき事項(ネットワーク及び通信) 

 

第３節 相互接続性・運用性検証の在り方 

 検討の結果、相互接続性・運用性検証の在り方として、今後、テストベッドを整備

する際に、その確認結果をフィードバックする仕組みが必要である。まず、ベンダが

製品を開発した時点で、各社が持ち寄って検証することができるテストベッドにて相

互接続による機能の正常性を検証し、その結果、その端末の機能が正常に動作する確

認がとれていることを利用者が認識できるように適合性のマークを貼付し、利用者へ

提供する仕組みが考えられる。また、テストベッドにて確認された検証結果を各社製

品の開発を行う上での実装規約、ＴＴＣ技術レポート、ＣＩＡＪガイドライン及び技

術基準適合認定等へ反映するようなフィードバックや、今後の製品の開発やインタフ

ェース等の標準化に役立てるような仕組みが必要である。 

このような相互接続性・運用性検証の仕組みを構築するにあたり、以下の課題が挙

げられる。 

１ テストベッドにおける課題 



 

 

  （１）各電気通信事業者のＮＧＮを跨いだ接続性の検証が必要 

  （２）相互接続の検証を行っているＨＡＴＳ等既存の仕組みを拡張し、0AB~J IP

電話端末等の検証を行っていくことが必要 

２ 検証結果をフィードバックする仕組みの課題 

  （１）今後の端末の技術基準適合認定の在り方について検討することが必要 

  （２）検証結果を国内及び国外において標準化するため、国内の標準化機関や業

界団体と連携を行い検証することが必要 

  （３）各事業者のネットワークに接続する端末を製造する場合、秘密保持契約（Ｎ

ＤＡ）を結ぶ必要があるため、相互接続性確保のためにＮＤＡの整理が必要 

 現状、ＮＧＮによるサービス提供が１社（平成２０年 7 月時点）のみであるため、

相互接続性・運用性検証の仕組みの実現に向けた検討は、他社のＮＧＮによるサービ

ス提供予定が判明した時点や、業界関係者等から要望があった時点等において開始す

る。 

製品の開発
標準化機関による端末の機能や

インターフェースの標準化

検証結果に基づくフィードバック
○ 各社製品の実装規約への反映
○ ＴＴＣ技術レポートへの反映
○ ＣＩＡＪガイドラインへの反映
○ 技術基準、技術的条件への反映 等

利用者へ提供

標準化機関及び業界
団体の連携が必要

テストベッドにおける機能正常性の確認

○NGN
事業者を跨いだ接
続性検証が必要

利用者への周知・啓発
○ 適合マーク貼付

（実験の成功or実装規約への適合） 等

○0AB~J IP電話端末
HATS等既存の仕組
みの拡張が必要

ベンダ-キャリア間
のNDAの取扱いに
ついて整理が必要

端末認定の在り方に
関する検討が必要

キャリアのUNI仕様が明らかになり、
ITU-T勧告に準拠した端末が
複数市場に出回った時点、
または関係者からの要望があった時点での
実現を予定

 

図８ 相互接続性・運用性検証の在り方 



 

 

第３章 ＩＤポータビリティ 

「端末にＩＤ認証を行うことにより、どの端末でも瞬時に自分の通信環境を再現で

き、異なるプラットフォーム間でも利用者が連続的に作業を行うことができる環境」

とされるＩＤポータビリティを実現する上で必要な技術・機能としては、以下の４要

素が少なくとも必要である。 

（１）ID に関する技術 

多様な端末にて個人の端末機能を使用するためには、ID の受け渡しが重要と

なる。そのためには、端末の個人 ID を動的に受け渡すために、ID 識別技術や ID

管理技術が必要となる。既存の ID 技術のみならず新たな ID 技術に対応できる

仕組み作りが必要である。 

（２）ハンドオーバー技術 

個人が利用しているサービスを、端末を変更した後も継続したままサービス

が行える技術が必要となる。ネットワークが変わった時に、自動的にネットワ

ークの切換が行われる技術が必要となる。 

 （３）セキュリティ技術 

利用場所毎に変更し ID による連携を行っていくことから、盗聴やなりすまし

等の危険が増加する。（１）及び（２）の技術をより安全にするためにも、情

報のセキュリティ制御等の仕組みが必要となる。 

 （４）端末の環境整備 

場所によることなく、家庭や職場内等にて行っているサービスと同等のサー

ビスを享受できるようにするためには、ID によって紐付けされた端末が同等の

機能を有していることが必要となる。 

 また、ID ポータビリティを実際のサービスとして実現するためには、技術的な上記

の４要素の他に、ユーザの ID を運用していくための仕組みとして、以下の３要素も必

要である。 

 （１）ネットワーク連携 

場所の移動や、利用端末の変更により利用するネットワークを切り替えるた

め、各通信キャリアのネットワーク間での連携が必須となる。この連携の仕組

みを行うことが必要である。 

 （２）課金方法等 

１つの ID により複数の端末を利用することができるため、課金方法等が問題

となる。１つの ID での課金となるため、課金情報を一元管理し利用状況をデー

タベース化する必要性がある。 



 

 

（３）ＩＤ管理 

利用者の個人情報保護の観点から、課金情報や利用状況等を一元化したデー

タベース構築する場合、そのデータベース安全に管理できる仕組みが必須であ

る。 

このように、ＩＤポータビリティの実現には、ＩＤを連携するための技術・機能だ

けではなく、ＩＤを運用する仕組みも不可欠であり、両者が連携することで ID ポータ

ビリティの実現が可能となる。（図９） 

① IDに関する技術
多様な端末にて個人の端末機能を使用

するためには、IDの受け渡しが重要とな
る。そのためには、端末の個人IDを動的

に受け渡すために、ID識別技術やID管理
技術が必要となる。既存のID技術のみな
らず新たなID技術に対応できる仕組み作
りが必要である。 ⑤ネットワーク連携

場所の移動や、利用端末の変更により利用するネット
ワークを切り替えるため、各通信キャリアのネットワーク
での連携が必須となる。この連携の仕組みを行うことが必
要である。

⑥課金方法等
１つのIDにより複数の端末を利用することができるため、

課金方法等が問題となる。１つのIDでの課金となるため、

課金情報を一元管理し利用状況をデータベース化する必要
性がある。

⑦ＩＤ管理
利用者の個人情報保護の観点から、課金情報や利用状況

等を一元化したデータベース構築する場合、そのデータ

ベース安全に管理できる仕組みが必須である。

②ハンドオーバー技術
個人が利用しているサービスを、端末

を変更後も継続したままサービスが行え
る技術が必要となる。ネットワークが変

わった時に、自動的にネットワークの切
換が行われる技術が必要となる。

③セキュリティ技術
利用端末が利用場所毎に変更しIDによ

る連携を行っていくことから、盗聴やな
りすまし等の危険が増加する。①及び②

の技術をより安全にするためにも、情報
のセキュリティ制御等の仕組みが必要と

なる。

④端末の環境整備
場所によることなく、家庭内にて行っ

ているサービスと同等のサービスを享受
できるようにするためには、IDによって

紐付けされた端末が同等の機能を有して
いることが必要となる。

 

図９ ＩＤポータビリティ実現に必要な要素 



 

 

附録 WG 開催概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開発推進ＷＧスケジュール表 

 平成 19 年 

11 月 

 

12 月 

平成 20 年 

１月 

 

2 月 

 

3 月 

次世代ＩＰネットワーク

推進フォーラム定期総会 

 

 

 

 

 

    

ＩＰ端末部会  

 

 

 

    

開発推進ＷＧ  

 

 

 

    

 

 

 

２ 検討状況 

  第１回ＷＧ：ＷＧ設置要綱の承認、サブーリーダーの指名、ＷＧでの検討課題の確認等を行った。 

  第２回ＷＧ：(社)情報通信技術委員会事務局、情報通信ネットワーク推進協議会及びフュージョン・コミュニケーションズ(株)より、取組

状況の発表を行った。また、ＷＧの中間報告書策定に向けた議論を行った。 

  第３回ＷＧ：今後必要となるテストベッドの整理やＩＤポータビリティ実現に必要な要素について議論を行い、ＷＧの中間報告書策定に

向けた議論を行った。 

  第４回ＷＧ：開発推進ＷＧ報告書の内容について、議論を行った。 

▲ 

8 日 
第１回 

▲ 

13 日 

第２回 
・ ＷＧ中間報告

▲ 

28 日 

第１回 

▲ 

12 日

第 2 回

▲ 

２４日

第３回

▲ 

２１日 

第４回 

      ▲ 

24 日 

第２回 

・ 部会報告 

・ 20 年度活動方針



 

 

参考 資料集 

１ ＮＴＴ東西のＮＧＮ 

１ ＮＧＮのコンセプト 

 

２ ＮＧＮ４つの特徴 

 

 

 

 

 

 



 

 

NTT アクセス回線
（メタル, 光ファイバー）

携帯電話
基地局網

エリア
ネットワーク

医療
サービス

コンテンツ ASP 家電
放送

サービス

他事業者網

NNI

ASP
放送

サービス

サービス/アプリケーションレイヤー

ネットワークレイヤー

アクセスレイヤー

他事業者ユーザ

コア
ネットワーク

サービスプラットフォーム

IMS

SIP

SDP

課金

管理

各種サービスの
相互乗り入れ

２ ＫＤＤＩ「ウルトラ３Ｇ」 

１ ＫＤＤＩ「ウルトラ３Ｇ」のコンセプト 

KDDI様において作成中

Client

3G/3.5G WLAN/
WiMAX ・・・・

光ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ

HSSMGCF IWF AAA
連携

位置
情報

CRM

ＭＭＤ

Transport

DRM
配信
管理

Platform

Service
Delivery

Basic

Control ・ ・

SDP  (Service Delivery Platform)

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ系 情報家電系Ｗｅｂ系IP-TV系

Applications 統合 サービス/アプリケーション

非ＭＭＤ

Other
Networks次世代ＣＤＮ

・ アクセスのプラグイン化：
固定・無線などの各種アクセス方式に柔軟に対応

・ サービスのプラグイン化：
SDPにより、いろいろな新規、連携サービスを簡易に実現可能

 

３ ソフトバンクグループ次世代ネットワーク 

１ 今後のネットワークイメージ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




